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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
映像スクリーンに用いられる、複数個の発光表示素子で構成される表示素子群と該表示素
子群への信号を駆動する表示素子ドライバとを有する複数の映像表示パネル、
前記映像スクリーンに表示される映像信号データを一時的に記憶する映像メモリと、
前記表示素子群を構成する前記発光表示素子ごとの輝度のばらつきを補正する輝度補正値
データを一時的に記憶する輝度補正値メモリと、
前記映像メモリに記憶された前記映像信号データおよび前記輝度補正値メモリに記憶され
た前記輝度補正値データを演算して前記映像表示パネルを駆動するためのドライバ駆動デ
ータを生成する演算制御器と、
前記複数の映像表示パネル用に一括してまとめられた前記輝度補正値データを記憶する不
揮発性メモリと、
前記映像表示パネルとの間で前記輝度補正値データを送受信するための制御装置であるマ
イコンと、
を有し、前記映像表示パネルの映像を統括制御する制御ユニット、
を備えた映像表示装置であって、
前記不揮発性メモリは、前記複数の映像表示パネル内には搭載されておらず、前記制御ユ
ニットに搭載されているとともに、前記映像表示装置の外部から直接入力された前記輝度
補正値データであって、前記マイコンとデータのやり取りを行って前記制御ユニットに実
装している画素毎の前記輝度補正値データを記憶し、
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前記マイコンは、前記映像表示装置を統括して制御するとともに、外部からの通信信号に
より、前記輝度補正値メモリまたは前記不揮発性メモリの内容を書換えて、前記映像表示
パネルに表示する映像の制御を行い、
前記映像表示装置の外部から送信される信号を用いて前記不揮発性メモリに前記各発光表
示素子の輝度が一定となるように生成された輝度補正値データを書き込むとともに、前記
輝度補正値データを加味した駆動条件で映像表示制御を行うことを特徴とする映像表示装
置。
【請求項２】
前記映像表示パネルの輝度補正値データをファイルした輝度補正値ファイルから、任意の
データを取り出してフォーマットする書込みツールをさらに有し、当該書込みツールによ
り、各映像表示パネルの輝度補正値データを割り当てて規則的に実装した映像表示モジュ
ールを作成し、当該映像表示モジュールごとに前記制御ユニットを配置し、当該制御ユニ
ットにより複数の映像表示モジュールを駆動することを特徴とする請求項１に記載の映像
表示装置。
【請求項３】
前記映像表示パネルの輝度補正値データを変更した場合に、前記輝度補正値ファイルへ変
更した情報をフィードバックし、最新の前記輝度補正値ファイルを生成しておくことを特
徴とする請求項２に記載の映像表示装置。
【請求項４】
前記制御ユニットを複数有する前記映像スクリーンが設置された後、前記映像表示パネル
全体の輝度補正値データを、一括して前記複数の制御ユニットへ書込むことを特徴とする
請求項２または請求項３に記載の映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、LED等に代表される複数の発光表示素子が画素としてマトリックス状に規
則正しく配置された映像表示パネルを１単位とし、この映像表示パネルを複数個連結して
画面を構成する映像表示装置において、発光表示素子の画素ごとに発光光度のばらつきを
なくして、表示面を全域に渡り均一な輝度で表示することを可能とする映像表示装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　発光表示素子を画素として配列させた映像表示装置を、全ての画素のおいて同じ駆動条
件で表示駆動させた場合、各々の画素が任意に持つ発光光度のばらつきにより、画面全域
に渡り、ざらついて見える等、映像表示装置上の表示映像画面において均一な表示が得ら
れない問題が発生する。このため、発光表示素子を駆動する制御側では、各々の発光表示
素子がそれぞれに持つ発光光度のばらつきを吸収するための画素の輝度補正が必要となっ
ている。
【０００３】
　従来このような要求に応えるものとして図８に示すような構成の画像表示装置と称した
映像表示装置が提案されている(特許文献１参照)。この図８は特許文献１に示された画像
表示装置の構成図であり（ただし、符号は変更して示した）、素子駆動ユニット１１０と
称する映像表示装置単位毎に、第一番目の不揮発性メモリである第一不揮発性メモリ１１
３を実装し、この中に、映像表示パネルを構成する個々の発光表示素子の発光光度のばら
つきを吸収して一定に発光駆動する為、全画素を対象として、予め画素毎に輝度を調整し
て輝度補正された同数の輝度補正値データを保存し、制御時にこの輝度補正値データを参
照して輝度補正の制御をすることで、個々の発光表示素子のばらつきに影響されることな
く画面を均一に保とうとするものである。
【０００４】
　さらに、制御ユニット１２０と素子駆動ユニット１１０が物理的に離れているために生



(3) JP 6080456 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

ずる接続ケーブルからのノイズ(ケーブルが拾うノイズ)、断線等による通信不良により、
素子駆動ユニット１１０内の第一不揮発性メモリ１１３上の輝度補正値データを制御ユニ
ット１２０内のマイクロコンピュータ（この図ではマイコンと略称して記載している。以
下でも同様にマイコンと記載する）１２１が読み込むことができない場合がある。この場
合も同様に発光表示素子のばらつきを補正できずに不均一な画面が表示される問題が生ず
る。
【０００５】
　この為、輝度補正値データのバックアップ用に第二番目の不揮発性メモリである第二不
揮発性メモリ１２３を準備することで、駆動素子ユニット内の不揮発性メモリのデータ異
常や通信異常が生じた場合でも、バックアップデータからの輝度補正値データを使用する
ことで、発光表示素子の個々のばらつきを吸収し、ノイズ等に影響されず安定して全域に
均一な表示画面を得ることができる。つまり、輝度補正値を記憶するための第一不揮発性
メモリ１１３とは別に、バックアップ保存用の第二不揮発性メモリ１２３を備える手段を
設け、第二不揮発性メモリ１２３に転記保存している輝度補正値データは、第一不揮発性
メモリ１１３への通信異常などで、第一不揮発性メモリ１１３の輝度補正値データを正常
に使用することが出来ないような異常な場合に使用する手段を制御ユニット内に設けてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４７３８９０３号公報（第１２頁、第１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の映像表示装置、もしくは、特許文献１に示される画像表示装置においては、発光
表示素子の個々のばらつきを吸収する為、輝度補正値データを映像表示パネル内に実装す
る不揮発性メモリに保存しているが、映像表示パネルあるいは画像表示パネル内の不揮発
性メモリのデータ破壊が起きた場合などは、最適な輝度補正値を使用できず、不均一な画
面が表示される問題が起きる為、予備の映像表示パネルに交換を行う必要が生じていた。
【０００８】
　さらに、制御ユニットと素子駆動ユニットが物理的に離れているために生ずる、ケーブ
ルからのノイズ、断線等による通信不良により、素子駆動ユニット内に設けた映像表示パ
ネル内の不揮発性メモリ上の輝度補正値データを制御ユニット内のマイコンが読み込むこ
とができない場合がある。この場合も同様に発光表示素子のばらつきを補正できずに不均
一な映像表示画面となる問題が生じていた。
【０００９】
　また、輝度補正値データを格納する不揮発性メモリを映像表示パネル毎に設ける必要が
有る為、不揮発性メモリ自体のコスト、さらに、映像表示パネル内に通信手段を備えるコ
ストも加わってコストアップとなる問題が有った。
【００１０】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、映像表示パネル
内に輝度補正値データを格納する為の不揮発性メモリを搭載せずに、映像表示パネルの映
像を統括制御する制御ユニット上に複数表示パネル用の輝度補正値データを格納する不揮
発性メモリを搭載し、この制御ユニット上の不揮発性メモリには表示パネルからではなく
、直接、外部のパーソナルコンピュータ等の情報機器から、輝度補正値データを記憶させ
ることで、上記の諸問題である、駆動素子ユニット内の不揮発性メモリのデータ異常や通
信異常、コストの問題を解消し、発光表示素子の個々のばらつきを吸収し、外部からのノ
イズ等による影響を受けることなく安定して映像表示装置の表示領域全体にわたって均一
な表示画面を得ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　この発明に係る映像表示装置は、
映像スクリーンに用いられる、複数個の発光表示素子で構成される表示素子群と該表示素
子群への信号を駆動する表示素子ドライバとを有する複数の映像表示パネル、
前記映像スクリーンに表示される映像信号データを一時的に記憶する映像メモリと、
前記表示素子群を構成する前記発光表示素子ごとの輝度のばらつきを補正する輝度補正値
データを一時的に記憶する輝度補正値メモリと、
前記映像メモリに記憶された前記映像信号データおよび前記輝度補正値メモリに記憶され
た前記輝度補正値データを演算して前記映像表示パネルを駆動するためのドライバ駆動デ
ータを生成する演算制御器と、
前記複数の映像表示パネル用に一括してまとめられた前記輝度補正値データを記憶する不
揮発性メモリと、
前記映像表示パネルとの間で前記輝度補正値データを送受信するための制御装置であるマ
イコンと、
を有し、前記映像表示パネルの映像を統括制御する制御ユニット、
を備えた映像表示装置であって、
前記不揮発性メモリは、前記複数の映像表示パネル内には搭載されておらず、前記制御ユ
ニットに搭載されているとともに、前記映像表示装置の外部から直接入力された前記輝度
補正値データであって、前記マイコンとデータのやり取りを行って前記制御ユニットに実
装している画素毎の前記輝度補正値データを記憶し、
前記マイコンは、前記映像表示装置を統括して制御するとともに、外部からの通信信号に
より、前記輝度補正値メモリまたは前記不揮発性メモリの内容を書換えて、前記映像表示
パネルに表示する映像の制御を行い、
前記映像表示装置の外部から送信される信号を用いて前記不揮発性メモリに前記各発光表
示素子の輝度が一定となるように生成された輝度補正値データを書き込むとともに、前記
輝度補正値データを加味した駆動条件で映像表示制御を行うように構成したものである。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、映像表示パネル内には輝度補正値データを格納する為の不揮発性メ
モリを搭載せずに、映像表示パネルの表示映像を統括制御する制御ユニット上に複数の映
像表示パネル用の輝度補正値データを格納する不揮発性メモリを搭載記憶することで、表
示ユニット内の不揮発性メモリのデータ異常や通信異常、コストの問題を解消し、発光表
示素子の個々のばらつきを吸収し、ノイズ等に影響されることなく安定して映像表示装置
の画素全体にわたって均一な表示画面を得られるという顕著な効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この発明の実施の形態１に係る映像表示装置の全体構成の説明図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係る映像表示装置の映像表示モジュールを構成する映
像表示パネルについて、その輝度補正値データの書込み構成を説明するための図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係る映像表示モジュールの説明図である。
【図４】この発明の実施の形態１に係る輝度補正値データを映像表示パネルに書込む方法
の一例を示す図である。
【図５】この発明の実施の形態２に係る映像表示装置の構成を示す説明図である。
【図６】この発明の実施の形態２に係る輝度補正値データを書込む場合の映像表示モジュ
ールと書込みツールフォーマットとの対応を示す説明図である。
【図７】この発明の実施の形態３に係る保守時の輝度補正の方法の一例を示す模式図であ
る。
【図８】従来の映像表示装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　本発明を実施するための形態について、以下図を用いて説明する。
　実施の形態１．
　図１は、この発明による映像表示装置１００の全体構成を示す説明図である。図１にお
いて、制御ユニット１は、本発明の映像表示装置１００の映像制御を行う構成部品であり
、映像表示パネル２は、図中、表示素子ドライバ８と表示素子群９のセットとして示した
映像表示パネルが複数集まって構成されたものである。この表示素子群９中に個々の発光
表示素子が上記セットとして示した映像表示パネルに搭載され、本発明の映像表示装置１
００の映像表示を行う。
　ここで、制御ユニット１と映像表示パネル２の両構成部品は、別々の基板として構成さ
れ、両構成部品は信号ケーブル（図示しない）で接続されている。
　また、１個の制御ユニット１で複数の映像表示パネル２ａ、２ｂ、２ｃ、・・・の駆動
が可能である。制御ユニット１において、演算制御器３は、映像メモリ４から読み込まれ
る映像信号データと、輝度補正値メモリ５から読み込まれる輝度補正値データを演算し、
映像表示パネル２の表示素子群の信号を駆動するための表示素子ドライバのドライバ駆動
データを生成する。上記について具体的な例で説明すると、例えば映像信号データが10ビ
ットの1024段階の階調表現を持つデータであり、輝度補正値データが例えば8ビットの256
段階とすると、この両者を掛け算することにより、最大18ビットの階調表現を持つ映像デ
ータとなる。実際には映像表示パネル側の表示能力が18ビット無いため、下位8ビットを
削除して、10ビット表現とする演算制御処理を実施している。
【００１５】
　また、映像用メモリ４はＲＡＭで構成され、映像表示装置１００に含まれる全画素数に
対応するデータ量を有する映像信号データが、映像表示装置１００外部に配置された上位
制御部から演算制御器３を介して入力された上位映像信号について演算制御器３を介して
一時記憶するものである。また、輝度補正値メモリ５はＲＡＭで構成され、輝度補正値デ
ータを演算制御器３を介して一時記憶する。ここで、上位制御部とは下位に位置する映像
表示装置１００の映像表示を行う為の専用の映像表示コントローラ（図示しない）を有す
る制御部のことである。また上位映像信号とはこの上位映像表示コントローラから出力さ
れる映像信号データであり、例えば10ビットの1024段階の階調表現を持つデータであり、
映像メモリに対し、読み込み処理以外のタイミングにおいて、例えば60Hz周期でリフレッ
シュ書込み更新を行っており、テレビ等で見られる動画表示を可能としている。
【００１６】
　また、マイコン６は、映像装置を統括して制御するとともに、通信信号の制御を行う。
不揮発性メモリ７は、マイコンとデータのやり取りを行って、制御ユニット１に実装して
いる画素毎の輝度補正値データを記憶する。
【００１７】
　一方、映像表示パネル２は表示素子ドライバ８とＬＥＤ等の発光表示素子からなる表示
素子群９の各部品で構成され、演算制御器３の出力であるドライバ駆動データが表示素子
ドライバ８に入力される。
【００１８】
　　図２はこの発明の実施の形態１に係る映像表示装置１００の映像表示モジュールを構
成する映像表示パネル２について、その輝度補正値データの書込み構成を説明するための
図である。図２において、映像表示パネル２、映像表示パネル２上に実装されて発光して
映像を表示するＬＥＤ等の発光表示素子２１、映像表示パネル２を駆動表示させる為の制
御ユニット１、制御ユニット１へ輝度補正値データの書き込みを行う為のパーソナルコン
ピュータ２２、映像表示パネル２上のＬＥＤ等の発光表示素子２１の画素毎の輝度計測を
行う為のカメラ２３、カメラ２３の制御を行い、かつ、輝度計測データから輝度補正値フ
ァイル２４を用いて輝度補正値データを生成する為の上記と別のパーソナルコンピュータ
２５である。
【００１９】
　図３は、この発明による映像表示装置１００における映像表示モジュール３０の説明図
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であって、物理的接続を説明する図である。図３において、映像表示モジュール３０には
、制御ユニット１により、その構成要素である発光表示素子２１の輝度補正値が制御され
る複数の映像表示パネルである映像表示パネル１、映像表示パネル２、・・・、映像表示
パネル１６が規則正しく配置して実装されて構成されている。
【００２０】
　次に、実施の形態１に係る映像表示装置１００の動作について図を用いて詳しく説明す
る。図１に示されるように、映像表示装置１００は、１個の制御ユニット１と複数個の映
像表示パネル２とを備えている。この映像表示パネル２は、発光表示素子２１を駆動して
映像を表示し、制御ユニット１は複数個の映像表示パネル２を制御する。実際には、映像
表示パネル２と制御ユニット１とは、それぞれ別々の基板上に構成され、信号ケーブル（
図示しない）により接続されている。
【００２１】
　具体的には、映像表示パネル２は、複数個の（例えば１６ドット×１６ドットの）ＬＥ
Ｄ等を画素とする発光表示素子で構成される表示素子群９と、この表示素子群９を駆動す
るための表示素子ドライバ８とを備えている。
【００２２】
　また、制御ユニット１は、制御装置としてのマイコン６と、輝度補正値メモリ５と、不
揮発性メモリ７と、映像メモリ４と、演算制御器３とを備える。マイコン６は、映像表示
装置１００全体の統括制御や映像表示パネル２と輝度補正値データの送受信等をするため
の制御を行う。輝度補正値メモリ５は、ＲＡＭからなり、輝度補正値データを一時的に記
憶する。不揮発性メモリ７は、輝度補正値データを記憶するためのものである。ここで、
上記マイコンの統括制御の内容について以下補足説明する。外部からの通信信号により、
マイコンは演算制御器を経由し、映像メモリや輝度補正値メモリの内容の書換えや、不揮
発性メモリの内容を書換えて、映像表示パネルに自由自在に表示する映像をコントロール
する事ができる。これにより、上位映像信号からの映像を表示するのではなく、マイコン
から指定する映像表示、例えばクロスパターンや白表示、赤表示、青表示、緑表示等の表
示を表示パネルに映し出し、工場内における点灯チェック試験を行うことが可能となる。
【００２３】
　輝度補正値メモリ５および不揮発性メモリ７には、映像表示装置１００に含まれる全画
素数に対応するデータ量を有する輝度補正値データが記憶される。なお、輝度補正値メモ
リ５へ記憶される輝度補正値データは、不揮発性メモリ７から読み出され展開された同じ
データである。
【００２４】
　映像メモリ４はＲＡＭで構成され、映像表示装置１００に含まれる全画素数に対応する
データ量を有する映像信号データが映像表示装置１００の外部に配置された上位制御部、
すなわち下位に位置する映像表示装置１００の映像表示を行う為の専用の映像表示コント
ローラ（図示しない）を有する制御部、からの上位映像信号が演算制御器３を介して入力
され、この映像信号データを一時的に記憶する。
【００２５】
　また、演算制御器３は、映像メモリ４に記憶された映像信号データおよび輝度補正値メ
モリ５に記憶された輝度補正値データを演算することにより、映像表示パネル２を駆動す
るための（全画素数と同数の）ドライバ駆動データを生成する。このとき、演算制御器３
は、映像信号データ全体および輝度補正値データ全体から、所望の表示素子群９を駆動す
るためのデータのみをそれぞれ指定して同期したタイミングで読み出す。そして、読み出
した各データに演算を行うことにより、所望の表示素子群９を駆動するためのドライバ駆
動データを生成し、対応するいずれかの映像表示パネル２へ送信する。この読み出し動作
および演算動作は、表示素子ドライバ８によってメモリアドレスを順次進めることにより
、最終的に、全ての表示素子群９に対して行われる。これにより、全ての映像表示パネル
２に含まれる全ての発光表示素子に対する駆動が行われる。
【００２６】
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　このように映像表示パネル内には輝度補正値データを格納する為の不揮発性メモリを搭
載せずに、映像表示パネルの映像を統括制御する制御ユニットに複数の映像表示パネル用
の輝度補正値データを格納する不揮発性メモリを搭載記憶することで、表示ユニット内の
不揮発性メモリのデータ異常や通信異常、コストの問題を解消し、発光表示素子の個々の
ばらつきを吸収し、映像表示パネル全域にノイズ等の外乱の影響を受けない安定して均一
な表示画面を得ることを目的としている。
【００２７】
　次に輝度補正値データを制御ユニット１上の不揮発性メモリ７へ書き込む方法を説明す
る。図２はこの発明による映像表示装置へ輝度補正値データを書込む装置構成の一例を示
す模式図である。映像表示パネル２上には、LED等に代表される複数の発光表示素子２１
が画素としてマトリックス状に規則正しく配置されている。近年はLEDが映像表示パネル
の代表的な画素としての発光表示素子２１となっている。この発光表示素子２１には、各
々、光度特性（輝度）において、ばらつきが存在するため、一定駆動条件において、カメ
ラ２３により輝度を測定し、この輝度測定データを基にパーソナルコンピュータ２５によ
り、各々の発光表示素子２１の輝度が一定となるような輝度補正値データを生成し、輝度
補正ファイル２４に記憶する。発光表示素子２１の駆動時には、この輝度補正値データを
加味した駆動条件で映像表示制御を行い、輝度ばらつきを低減させて表示むらを無くす等
、大型映像スクリーンの表示品位を保つ。
【００２８】
　ここで、上記輝度補正値データは、複数の表示パネルにおいて生成されたものを、任意
映像表示パネル数量毎にまとめられたフォーマット形式により輝度補正値ファイル２４で
管理する。
　例えば、輝度補正値ファイルＡの中には映像表示パネル１～１００の輝度補正値データ
が格納され、輝度補正値ファイルＢの中には映像表示パネル１０１～２００の輝度補正値
データが格納され、輝度補正値ファイルＣの中には映像表示パネル２０１～３００の輝度
補正値データが格納される、という具合である。
【００２９】
　また、大型映像スクリーンが設置されている現地では、予め生成された輝度補正ファイ
ルを書き込み専用のパーソナルコンピュータ２２にコピーしておき、制御ユニット１上の
不揮発性メモリ７へ書き込みを行う。書き込みは制御ユニット上の通信ラインにより、通
信信号としてマイコン６を経由して不揮発性メモリ７へ送ることで実施する。
【００３０】
　図３は制御ユニット１と複数の映像表示パネル２ａ、２ｂ、２ｃ、・・・の物理的接続
図である。映像表示パネルを図３のように規則的に配置して実装した映像表示モジュール
単位ごとに、制御ユニット１を１台配置して、映像表示モジュール３０上の複数の映像表
示パネルを駆動する。ここでは縦４段で横４列の映像表示パネル（計１６パネル）を例と
して示している。つまり、映像表示モジュール３０内の制御ユニット１には、映像表示パ
ネル１～１６の輝度補正値データを格納する。
【００３１】
　図４は映像表示モジュール３０内の制御ユニット１に任意の映像表示パネル２の輝度補
正値データを書き込む為の書込みツールによるフォーマットの一例を示している。この図
では、映像表示パネル１～１６の順で、
 
A_001、A_002、A_010、A_011、
A_050、B_001、B_002、B_003、
B_011、B_012、C_010、C_012、
C_013、A_055、C_050、B_004、
 
と指定した場合を示しており、図４右下に示す輝度補正値ファイル２４内でのＡ、Ｂ、Ｃ
、・・・、Ｘの指定と共に、輝度補正値ファイル内での番号を指定する。
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【００３２】
実施の形態２．
　図５はこの発明の実施の形態２による映像表示装置１０１の構成を示す説明図である。
　上記実施の形態１では映像表示モジュール３０で構成する場合について述べたが、図５
に示すように、大型映像スクリーンではこの映像表示モジュールを複数組み合わせて大型
の映像表示装置を構成しており、本実施の形態では、現地の大型映像スクリーンが構成さ
れた後、一括して全表示パネル用の輝度補正値データを、全制御ユニットへ書込みを行う
手段を設けたものについて図５を用いて説明する。
【００３３】
　図５は映像表示モジュール３０を縦２段、横３列で構成した例について示している。各
映像表示モジュールの内部には、各々制御ユニット１が実装され、この制御ユニット１は
対応する映像表示モジュール内の複数の映像表示パネル２の駆動を行っている。この各映
像表示パネル２内の制御ユニット１へは、パーソナルコンピュータから例えばＲＳ４８５
規格等の通信ラインで接続されており、書込み専用パーソナルコンピュータ２２で相互に
接続が可能となっている。書き込み専用パーソナルコンピュータ２２には予め生成された
輝度補正ファイルがコピーされ、かつ、書込みツールフォーマットに従い、指定された輝
度補正値データを映像表示モジュール３０内の制御ユニット１へ送信する。
【００３４】
　図６にこの書込みツールフォーマットの一例を示す。図４の例で示したフォーマットを
順に羅列して示したものである。例えば、映像表示モジュール１には、書込みツールフォ
ーマットＡにより、上記図４で示したフォーマットで書込み、指定された映像モジュール
が設定されることになる。他の書込みツールフォーマット（Ｂ、Ｃ、・・・、Ｘ）で書込
まれた場合も同様である。
　このように、現地で大型映像スクリーンが組み立てられるのを待って、全映像表示パネ
ルの輝度補正値データを一括してバッチ的に書き込むことで、作業の効率化が図れる。
【００３５】
実施の形態３．
　実施の形態１、２において、輝度補正値データを設定することで、大型映像スクリーン
の映像表示品位の最適化を行うが、保守等の目的のため、任意に映像表示パネルの輝度補
正値を変更する場合について、以下説明する。
　複数映像表示パネル毎の輝度補正値データが集合したマスターとなる輝度補正値ファイ
ルに対し、保守等の目的のため、変更した任意の映像表示パネルの輝度補正値データをフ
ィードバックして、そのデータの内容を修正し最新のデータにする手段を以下に説明する
(図７参照)。そして、この保守のためのフィードバック手段により、次の輝度補正値デー
タ書込み時に反映されない事象を防ぐ。
【００３６】
　図７は、この発明の実施の形態３に係る保守時の輝度補正の方法の一例を示す模式図で
あって、輝度補正値ファイル、輝度補正値の書込みツール、映像表示モジュールと画素イ
メージ、輝度補正値変更ツール、及び保守のための輝度補正値の読込みツールとこれらの
関係を示すものである。ここでは映像表示モジュールは縦４段、横４列の映像表示パネル
で構成され、映像表示パネルは縦８段、横８列の画素で構成されているものとする。
【００３７】
　通常動作では、映像表示モジュールに配置された複数の映像表示パネルと対になる輝度
補正値データを書込みツール中に示したフォーマットで指定し、書込みツールで輝度補正
値ファイルから読込みを行い、映像表示モジュールの制御ユニットへファイル書込みを行
う（この図ではファイルＢの１０２について実施する例を示す）。このフローを図中の実
線矢印で示す。
【００３８】
　これに対し、保守フィードバックフローは、映像表示パネル内の画素に対応する輝度補
正値データを輝度補正値変更ツールで変更する。その後、読込みツールで映像表示モジュ
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ール内の制御ユニットから保守読込みを行い、最後に輝度補正値ファイルへ保守読込みを
行う（図７ではファイルＢの１０２について保守読込みを行う例を示している）。このフ
ローを破線矢印で示す。
　以上の実施の形態３の説明では、保守の目的で輝度補正値を変更する場合について説明
したが、この目的に限らず、仕様の変更などその他の目的で輝度補正値を変更する場合に
ついても適用可能であり、同様の効果を奏する。なお、本発明は、その発明の範囲内にお
いて、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略すること
が可能である。
【符号の説明】
【００３９】
１　制御ユニット、２、２ａ、２ｂ、２ｃ　映像表示パネル、３　演算制御器、４　映像
メモリ、５　輝度補正値メモリ、６　マイコン、７　不揮発性メモリ、８　表示素子ドラ
イバ、９　表示素子群、２１　発光表示素子、２２、２５　パーソナルコンピュータ、２
３　カメラ、２４　輝度補正値ファイル、３０　映像表示モジュール、１００　映像表示
装置。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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